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拝啓  時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
　本会の事業活動には平素より格別なご支援・ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保を図るためには、介護保険施設等の指導監督は非常に重要
な業務です。厚生労働省による実地指導マニュアル等はあるものの、実地指導等の体制や運用は各自治体に任され
ているところが大きく、地域の実情に即したきめ細やかな指導ができる反面、自治体により実地指導の内容に少なから
ず差が生じているという指摘があります。
　そこで今回、認知症対応型共同生活介護事業所を事例として、実地指導の基礎・ポイントをわかりやすく解説し、
参加者同士のディスカッション等を通じて、求められる実地指導のあり方を学ぶ標記講座を開催いたします。
　公務ご多忙の折とは存じますが、この機会に関係各位多数のご参加をおすすめ申しあげます。

敬　具　

2019年9月19日（木）
    　 9月20日（金）

田中

介 護 保 険 課 長
高 齢 者 支 援 課 長
高 齢 福 祉 課 長
福 祉 指 導 課 長
広域連合事務局長

殿

介護保険施設等における指導監督のポイント
介護保険担当職員のための
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10：00～16：00
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田中

「介護保険施設等における指導監督のポイント」参加申込書（2722） 2019 9/19～20

※参加申込書にご記入いただいた情報は、以下の目的に使用させていただきます。②がご不要の場合は□にチェックしてください。・・・□不要

①参加券や請求書の発送などの事務処理 ②セミナーなど本会事業のご案内

（2.5）

１．介護保険法の基本と現状を知る
　　―2025 年から 2040 年に向けて―
　⑴ 介護保険法の基本理念について
　⑵ 平成 30 年度の法改正
　⑶ 平成 31 年度の報酬改定
　⑷ これからの介護保険制度は？

２．指導・監査とは？
　⑴ 実地指導のための基本的な知識
　　①ケアマネジメント導入の趣旨
　　②高齢者虐待防止法の施行
　　③身体拘束廃止の推進 
　　④認知症ケアの基本
　　⑤地域密着型サービスについて
　　⑥認知症対応型共同生活介護の基礎知識
　⑵ 指導監督の仕組み
　　①指導監督について
　　②指導関係について
　　③監査関係について

３．指導・監査の根拠と行う意義を知る
　⑴ 指導マニュアルの総論を学ぶ
　　①ケアの質の向上
　　②実地指導について
　　　―関係法令を学ぶ―
　⑵ 運営指導マニュアル
　　①運営指導の概要

　　②運営指導 I（利用者の生活実態の確認）
　　③運営指導 II（サービスの質に関する確認）
　⑶ 報酬請求指導マニュアル
　　①報酬請求指導の目的
　　②具体的な報酬請求指導の方法

４．指導・監査の流れを学ぼう
　⑴ 事前準備 
　⑵ 当日（運営と請求指導）
       人員・運営・設備・報酬基準を解説
　⑶ 事後の行うこと

５．まとめと分かち合い　
　　―私たちが学ぶことは―

＊本講座は、講義、グループワーク、振り返り
を組み合わせた内容です。
＊名札（所属・氏名）を使用いたします。

31，320円
34，560円

レ

略歴：介護保険制度以前から訪問介護員、通所介護職員、グループホ
ーム職員と介護支援専門員、老人保健施設総務を経て、居宅介護支援
専門員を 15 年間従事。
現在は、各種団体・自治体や地域包括支援センターからの依頼による
法令遵守をベースとしたセミナー講師を行っている。
また、各クライアントへの介護事業運営コンサルタントを日本全国で
行っている。
著書：「要介護認定調査の実務とポイント」（アニカ）、「図解で学ぶ 
居宅ケアマネ ルールと実務」（日総研）
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